
環境省

管理コード
規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する
構造改革特区推進室からの

再検討要請
提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する
構造改革特区推進室からの

再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・
プロジェクト
の名称

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

130010

国立公園の特
別地域内の行
為許可に関す
る権限の市町
村長への移譲

自然公園法
第１３条第３項

国立公園特別地域
内において各種行
為を行う場合は環
境大臣の許可を受
けなければしては
ならず、許可を受
けるためには環境
省令で定める基準
に適合しなければ
ならない。

C -

　国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の
財産として保護と利用を図るため、環境大臣が
審議会の意見を聴いて区域を指定し、国の責任
において保全管理をする自然公園である。また、
国立公園はわが国を代表する優れた自然の風
景地としてのまとまりに着目し、複数の関係市町
村に跨る広大な地域について指定されている。
国立公園内の規制対象行為については広域的
な視点から一定の基準に基づく判断が必要であ
り、環境大臣が自然公園法の目的に照らし審査
する必要があるため、行為許可に関する権限を
市町村長に移譲することは適当でない。
　なお、「イベント等にかかる仮設工作物の設置
は、自然公園法施行規則第12条により許可を要
しない行為として認められる」と提案書に記載が
あるが、施行規則第12条に基づくものではなく、
既に構造改革特区の第１次提案において特定事
業として認定された「国立・国定公園における自
然を活用した催しの容易化事業」によるものであ
れば許可を要しないこととなる。

地域再生の観点から、権限委譲
が重要とされており、これをふま
え、市町村長に委譲しうる許可
権がないか、再度検討して回答
されたい。また、提案では環境
大臣の許可にかかる手続期間
の短縮を求めており、これにつ
いても検討し、回答されたい。

C -

　国立公園は優れた自然の風景地を国民共有の財産として、そ
の保護及び適正な利用を図るものであり、規制対象行為につい
ては全国的な視点から一定の基準に基づき環境大臣が審査を行
うことが必要であるため、地域活性化等の重要性は認めるもの
の、行為許可に関する権限を市町村長に移譲することは適当で
ない。
　また、公園事業の決定については、公園計画に基づく適正な公
園利用を推進する観点から、中央環境審議会の意見を聴き環境
大臣が決定を行っており、所要の手続きを省略することはできな
いが、あらかじめ自然保護事務所等と調整を図ることにより円滑
にその処理を進めることが可能であると考えている。
　また、許可及び公園事業にかかる申請については標準的処理
期間を定め、可能な限り早急に対応しているところであり、今後も
迅速な処理に努めてまいりたい。

1021010 光市

シーサイド
ウォーク・ひ
かり海の公
園特区

国立公園内許可
に関する権限委
譲

国立公園の特別地域内におい
て、各種行為を行う場合、その
行為が自然公園内における風
景地の保護とその適正な利用
が図られる範囲内で、まちづくり
の推進又は地域経済の活性化
に寄与すると市町村長が認めた
場合に限り、市町村長の許可で
当該行為を行うことができる。

瀬戸内海国立公園（第２種特別
地域）内の虹ヶ浜海岸におい
て、シーサイドウォーク・ひかり
海の公園整備事業を実施する。
この公園は、年間を通して地域
住民や観光客の憩いの場となる
ように、バリアフリー対応の海岸
散策道や休憩所、展望広場、各
種店舗、ガーデンミュージアム
等の施設を建設し、公園利用者
の増加を図りながら、地域経済
の活性化を実現する。

130030
狩猟期間の撤
廃（イノシシ）

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２条第５項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第１１条第２
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律施行規則第
９条

現在の狩猟期間
は、１０月１５日～
翌年４月１５日まで
となっており、その
中で、環境大臣が
１１月１５日から翌
年２月１５日まで
（北海道以外の地
域）と定めている。

Ｃ -

狩猟期間は、農閑期、落葉期など誤って他人に
危害を及ぼすことなく安全に狩猟を行うことがで
きる時期、狩猟鳥獣の生息数維持の観点に加
え、鳥獣全般の出産・産卵・抱卵・子育て期等を
踏まえ、生態系に対する影響を回避する観点か
ら期間を限定している。
　例えば、絶滅のおそれがある猛禽類について
は、生息地（営巣地）におけるダム工事等による
騒音等の影響により、抱卵や子育てを放棄する
ことから、そのような時期には工事を中断する等
の措置が講じられており、周囲の騒音等が繁殖
に及ぼす深刻な影響は他の鳥獣についても同様
である。
　したがって、狩猟期間を通年とした場合、狩猟
鳥獣の生息数が激減し、地域個体群を維持する
ことが困難になるおそれがあるとともに、猟銃の
発砲音、猟犬の鳴き声等により鳥獣全般の保護
に大きな影響を与え、ひいては生態系全体に影
響を与えることから、認めることはできない。
　なお、農林業被害対策を目的とした鳥獣の捕
獲が必要な場合は、現状においても①都道府県
知事（権限が委譲されている場合は市町村長）
の許可による有害鳥獣捕獲、②知事が特定鳥獣
保護管理計画を策定している場合は、同計画に
基づく個体数調整が可能となっており、これらの
制度を活用した適宜の捕獲が可能となっている。
　＊狩猟期間の説明資料は別紙１のとおり

1056010 新城市
新城市シシ
狩り特区

狩猟鳥獣の狩猟
期間の制限を一
部緩和する

・鳥獣の保護及び狩猟の適正化
に関する法律第２条第５項並び
に同法施行規則第９条の狩猟
期間をイノシシに限って廃止す
る。

年間を通じてイノシシ猟ができる
ようにすることで、シシ肉の安定
供給を図り、シシ肉を活用した
地域ブランドの確立と観光客誘
致に役立てる。

130040
狩猟期間の変
更

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２条第５項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第１１条第２
項
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律施行規則第
９条

現在の狩猟期間
は、１０月１５日～
翌年４月１５日まで
となっており、その
中で、環境大臣が
１１月１５日から翌
年２月１５日まで
（北海道以外の地
域）と定めている。

Ｃ -

狩猟期間は、農閑期、落葉期など誤って他人に
危害を及ぼすことなく安全に狩猟を行うことがで
きる時期、狩猟鳥獣の生息数維持の観点に加
え、鳥獣全般の出産・産卵・抱卵・子育て期等を
踏まえ、生態系に対する影響を回避する観点か
ら期間を限定している。
　例えば、絶滅のおそれがある猛禽類について
は、生息地（営巣地）におけるダム工事等による
騒音等の影響により、抱卵や子育てを放棄する
ことから、そのような時期には工事を中断する等
の措置が講じられており、周囲の騒音等が繁殖
に及ぼす深刻な影響は他の鳥獣についても同様
である。
　したがって、狩猟期間を５月中旬頃まで延長し
た場合、狩猟鳥獣の生息数が激減し、地域個体
群を維持することが困難になるおそれがあるとと
もに、特に一般鳥獣類の繁殖上、重要な期間で
あるため、猟銃の発砲音、猟犬の鳴き声等により
鳥獣全般の保護、ひいては生態系全体に影響を
与えることから、認めることはできない。

＊狩猟期間の説明資料は別紙１のとおり

地域の事情に応じて、狩猟の回
数や数量等を制限するなど、何
らかの条件を付すことにより、提
案者のマタギ文化保存という趣
旨に対応することはできない
か、併せて、右の提案主体の意
見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

1、農閑期、落葉期とは地域の気象条件によってそれぞれ異なっており、当地域に
おいて5月上旬から中旬までは他人との事故の危険性が低いと考えられる。また、
当該地域において特定鳥獣保護管理計画に基づいた個体数調整捕獲は、現在で
も5月上旬まで行われている。
2、伝統的マタギ猟は、当該法律（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律）が
制定される以前から存在し、適正利用も図られていたことから、マタギ猟それ自体
が狩猟獣及び他の鳥獣に対して深刻な影響を及ぼすことは考えにくい。
3、狩猟圧増加に伴う狩猟鳥獣の個体数減少に対する危惧については、特区鳥獣
保護管理計画を定め随時モニタリングをおこなう代替措置をあわせて提案してい
る。

C -

１．狩猟期間の設定は、人間に危害を及ぼすことなく安全に狩猟
を行うのみならず、鳥獣全般の保護繁殖上（出産・産卵・抱卵・子
育て期等）を踏まえ、生態系に対する影　響を回避する観点から
期間を限定しているものであるが、個体数調整については、捕獲
許可の下で、地域実情を総合的に勘案して知事（許可権限者）に
より、個体数の減少の危惧を回避しつつ、必要に応じた捕獲期間
を設定することが可能となっている。

２．このため、マタギによる捕獲を狩猟期間を延長して行うことに
ついては、特区としてではなく、個体数減少に対する危惧も回避
できる特定鳥獣保護管理計画における対応が望ましい。

1068010 阿仁町
マタギ特区
構想

狩猟期間の変更
・狩猟期間を積雪期である5/15
頃まで延長（現在10/15～
4/15）。

・巻き狩りに代表される伝統猟
法による狩猟を可能にする。

小国町一目山において、環境教
育の普及と人材育成を目的とし
たおぐに自然学校の一環として
ウインドパークを建設。自然学
校の宿泊施設、管理棟など常設
施設の必要電力を、自然エネル
ギーである風力発電で全て賄う
ことで、風車を通した環境問題
への普及啓発を全国に例を見
ない自然学校の教育プログラム
とする。農業体験などの活動だ
けでなく、風力発電所内に宿泊
という貴重な体験による環境意
識高揚は間違いない。ウインド
パークを併せ持つ自然学校は、
阿蘇カルデラツーリズム特区指
定を受けて、小国町が進めてい
るグリーンツーリズムの基幹を
なすもので、都市と地域住民の
交流を促進し、高齢者の生きが
いづくりなど地域活性化に貢献
する。

自然公園法第
26条第2項
国立公園普通
地域内におけ
る措置命令等
に関する処理
基準について
（平成13年5月
28日局長通達）
本則別表１）
「高さ30メートル
を超える鉄塔
は、次のすべて
に適合するか
どうかについて
審査し、措置命
令を行うものと
する。①当該工
作物が主要な
展望地から展
望する場合の
著しい妨げにな
らないこと。②
当該工作物が
山稜線を分断
する等眺望の
対象に著しい
支障を及ぼす
ものでないこ
と。

国立公園普通地域
内において、その
規模が環境省令で
定める基準を超え
る工作物を新築等
する際には、環境
大臣に届け出なけ
ればならない。ま
た、環境大臣は、
当該国立公園の風
景を保護するため
に必要があると認
めるときは、届出を
要する行為をしよ
うとする者に対し
て、その風景を保
護するために必要
な限度において、
当該行為を禁止、
若しくは制限、又は
必要な措置をとる
べき旨を命ずるこ
とができる。

小国町、株
式会社ウイ
ンドテック

一目山ウイ
ンドパーク特
区

阿蘇くじゅう国立
公園普通地域で
の風力発電設備
設置に関する規
制緩和

自然公園の利用による地域振
興と環境教育を理念としてウイ
ンドパークを整備し、おぐに自然
学校関連施設への給電を行うこ
とのできる風力発電設備の場
合、ウインドパークの存在が自
然教育の理念を拡充し教化に
寄与すると認められるものにつ
いては、30メートルを超え、景観
の変化を伴うものであっても、自
然公園法第二十条第2項におい
て定める禁止命令を適用しない
旨、新たな処理基準を設定す
る。

1046010C -

自然環境の改変は不可逆性を有することから、例え施設の撤去
が行われたとしても、完全に元の状態に自然環境が復するとは言
い難い。また、自然公園法においては、３年未満の設置期間であ
る工作物については仮設的な工作物として扱っているが、１５年と
いう長期にわたる設置期間である工作物については恒久的な施
設として把握せざるを得ないものと考えている。
国立公園は優れた自然の風景地を国民共通の財産として、そ
の保護及び適正な利用を図る観点から、国が広域的な視点から
責任を持って風景管理を行うものである。
さらに、自然公園の普通地域は特別地域と比較して公園の保護
上の必要性は低いものの、特別地域と一体をなす地域として風景
の保護を図る必要のある地域である。そのため特別地域とは異
なり風景に影響を及ぼす可能性がある大規模な行為についての
み届出制としており、さらに風景の保護上支障のある行為につい
て措置命令等を行うことができることとしている。
環境省としては、従来、国立公園の保護と、地域振興等の観点
も含む様々な地域開発との調整に関して、自然公園法に基づき、
個別の事案に対して、地域性や景観に対する影響を個別具体的
に慎重に審査した上で対応を行っているところであり、本件につい
ても、同様に阿蘇くじゅう国立公園における個別具体的な事例とし
て慎重に審査する必要があるものと考えているところである。風
力発電等の新エネルギーは、地球温暖化防止の観点等から導入
を促進すべきものである一方、今回の提案内容について個別に
判断した結果、計画地点が阿蘇地域内における主要展望地（湧
蓋山、湧蓋山と一目山中間の稜線部）から当該国立公園を代表
する展望対象（阿蘇五岳を背景とする草原景観）の前面に大規模
な風力発電施設が林立することで、主要な展望地から展望する
場合の著しい妨げとなり、また当該工作物が山稜線を分断する等
眺望の対象に著しい支障を及ぼすものであることから、当該地域
の風景の保護上の支障が大きいと判断されたものである。
自然公園法の目的は「利用の増進をはかり、もって国民の保

健、休養及び教化に資する」のみではなく、「優れた自然の風景
地を保護する」ことの２つが両立することを目的としており、風景を
大きく損なうと認められる行為について容認することは、優れた自
然の風景地を保護する視点から適当でない。

　国立公園の普通地域においては、我が国の優
れた自然の風景地を保護するため、自然の風景
を大きく改変するおそれのある行為については
届出制としており、さらに平成13年５月28日付環
境省自然環境局長通知「国立公園普通地域内に
おける措置命令に関する処理基準について」に
該当する国立公園の普通地域の風景の保護
上、大きな影響を与える可能性がある行為につ
いては、風景を保護するために必要な限度にお
いて、必要な措置を執るべき旨を命じることとして
いる。このため、特に風景を著しく改変するおそ
れのある大規模な風力発電施設については、当
該公園の風景への影響を個別に審査し、措置命
令の必要性も含めて慎重に判断すべきであり、
自然教育の理念を拡充し教化に寄与すると認め
られるものであることをもって、風景を著しく改変
する大規模な風力発電施設を特例的に許容する
ことは適当ではない。

右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

①自然公園の利用による地域振興と環境教育への寄与を理念としたウインドパー
ク構想である本プロジェクトにおいては、実施期間を風力発電機設置から１５年以
内とし、その期間内に施設を撤去し事業主体と自治体が責任を持って原状復帰す
るものと明確に示している。ダムや橋梁のような永久構造物とは違い、あくまで有
期限の催しであるところの事業に対しては、恒久的な事業と全く同様の取り扱いが
なされる事は適当ではない。特区の概念に基づき、個別に判断し時限的な特例措
置を認めてゆくよう検討すべきである。②措置の概要に、「当該公園の風景への影
響を個別に審査し、措置命令の必要性も含めて慎重に判断すべき」とあるが、これ
は国立公園全体を対象とした一般論的な説明であり、あくまで「阿蘇くじゅう国立公
園内の一目山一帯」に限った本案件について、地域性や景観に対する影響を個別
に審査したうえで特区としての措置の分類がなされているとは言い難い。本来、個
別に景観や環境への影響と同時に、地域性、事業の有益性等を重視して特区の
判断がなされるべきであり、この判断の過程においては自治体（県および町）、地
権者を含む関係者で協議を行い、どのような影響があるかを総合的に判断してゆ
くのが適当であろう。景観に与える影響の問題については、客観的判断は存在し
ない事を認識し、広く意見を聴取すべきである。③「風景を著しく改変する大規模な
風力発電施設を特例的に許容することは適当ではない。」とあるが、風車は風の
ある立地点に建設されてこそ発電能力を発揮し、地球温暖化防止に寄与するもの
であり、ある程度風景に変化を与えることは避けられないものの、本提案では景観
に与える影響を最小限にすべく、色彩や配置などに可能な限りの対策を講じてい
るのにもかかわらず、その点の考慮を排除した一般論的な判断は妥当とは言い難
い。個別の対策内容を十分に検討してゆく姿勢がなければ規制緩和・地域活性化
促進には繋がらないのではないか。今回の提案募集において、環境省関連提案
は全てCランク（D,Eは除く）の判定であり、措置の概要からも、実施に前向きな検
討の結果であるとは考えにくい。特区として対応可能かどうかの判断は、個別協議
を十分に実施した上でなされるべきものであろう。④本計画地点は、「利用の増進
を図り、もって国民の保健、休養および教化に資する」という自然公園法の目的を
充分に達成しているとは言い難く、今後も本計画以外に公園利用の促進をはかる
ことが難しい土地と考えられる。エコグリーンツーリズムを推進している当該地域の
一身に背負う唯一無二の案件と言え、景観への影響を考慮した上でも特区案件とし
法においては自然環境保全の重要度から、特別保護地区、特別地域、普通地域と分
区の審査においても地区の指定の状況を考慮し、保護すべき重要度が最も低いとし
する本件に関しては、特別地域とは違うという事を視点とし、柔軟な対応をすべきで
単なる売電目的の風力発電所とは異なり、小国町と株式会社ウインドテックが共同
う全く新しいスキームで、環境問題や新エネルギーに対する普及啓発を大きな目的
従来あった提案に対するものと変わりが無く、差別化が図られていない。本事業の意
頂けるよう、改めてお願いしたい。

130020

国立公園の普
通地域におけ
る風力発電施
設の設置要件
の緩和

C -
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130050
狩猟鳥獣の追
加（ニホンカモ
シカ）

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第２条第３項

狩猟鳥獣について
は、現在鳥類２８
種、獣類２０種の、
計４８種を指定。

Ｃ -

狩猟鳥獣は、「その捕獲等がその生息の状況に
著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境
省令で定めるもの」（法第２条第３項）とされてい
る。
　ニホンカモシカについては、数県のレッドデータ
ブック（絶滅のおそれのある野生生物のリストと
解説）に記載されており、秋田県においてもレッド
ブックデータにおいて「留意種」として扱われてい
るところである。
  以上のように、全国的な観点から、生息の状況
に著しく影響を及ぼすおそれを否定できず、この
ような種を狩猟鳥獣とすることは認められない。
　なお、現状においても、知事が農林業等被害防
止のために、特定鳥獣保護管理計画を策定して
いる場合は、同計画に基づく個体数調整が可能
となっており、この制度を活用した適宜の捕獲が
可能となっている。

右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

1､ニホンカモシカは秋田県レッドデータブックにおいて留意種に指定されている
が、本種の現状について県内の分布域は概ね回復してきたとされている。
2、また、狩猟獣への追加に対する影響についても、特区鳥獣保護管理計画を定
め随時モニタリングをおこなう代替措置をあわせて提案している。

C -

１．平成１２年度以降に個体数調整を行う場合にあっては、カモシ
カの特定鳥獣保護管理計画を策定し、これに基づく場合に限り、
個体数調整を行うことができることとなっている。

２．ニホンカモシカは狩猟獣となっていないが、特区として新たに
狩猟鳥獣に指定することなく、知事が策定したカモシカの特定鳥
獣保護管理計画に基づく個体数調整が可能となっている。

３．また、県が策定したカモシカの特定鳥獣保護管理計画の個体
数調整の概要では、
  「①　生息密度は低く、個体数の増加率もそれほど高くないため
捕獲圧に対しては脆弱であること。
    ②　定着性の強い縄張りを有するため、農林業被害を起こして
いる個体がある程度、特定されること。
　  ③　非狩猟鳥獣であり、学術的価値が高いことから種指定の
特別天然記念物に指定されていること。
  　等から、個体群が維持される範囲内で、農林業被害を与える
加害個体あるいはその可能性が高い個体を選択的に排除する捕
獲によるものとする。」とされている。
　　捕獲数の決定についても、「各地域の生息密度を考慮して各
個体数調整実施団地での年間捕獲数は原則として１～４頭の間
で設定するものとする。」とされており、特区として狩猟鳥獣に指
定し狩猟圧を加えることなく、知事が策定した特定鳥獣保護管理
計画において捕獲することが適切である。

1068020 阿仁町
マタギ特区
構想

狩猟鳥獣の追加
・ニホンカモシカを狩猟獣として
加える（現在鳥類28種、哺乳類
20種）。

・国の特別天然記念物に指定さ
れているニホンカモシカを、特区
内に限定して狩猟対象とする。

130070

有害鳥獣捕獲
における狩猟
免許を有しない
従事者容認事
業の要件緩和

特区（１３０３）
基本指針

有害鳥獣の捕獲許
可に基づく捕獲を
実施する際、特区
内において免許を
有しない者が網・
わなによる捕獲を
行う際には、免許
を有する者の監督
下で捕獲を行うこ
ととしている。

Ｃ -

現行の特区制度は、狩猟免許を有しない者がわ
な等の設置を行うに当たり、安全性の確保と他
の鳥獣の錯誤捕獲等の防止を図るために、網・
わな猟免許を有する者の監督下で捕獲を行うこ
とを求めている。
　免許を有しない者がわな等を設置するに当たっ
ては、現場において、実際にわなの設置場所、設
置方法、わなの種類・構造について、設置の状況
が適正かどうかを、狩猟免許を有する者が確認
する必要がある。
　これが適正に行われなかった場合、地域住民
への人身事故や、鳥獣の錯誤捕獲等により鳥獣
の保護に支障が生じる可能性があることから、免
許を有しない者が単独でわな等を設置すること
は認められない。

提案者の趣旨は、「自分の農地
及びその周辺で期間を定めて
網・わなを設置する」というもの
であるが、自分の農地にわなを
設置する場合は、地域住民への
人身事故等の可能性は低いと
思われるがどうか。
併せて右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

安全性の確保と他の鳥獣の錯誤捕獲等防止の観点から、狩猟免許を有しない者
が単独でわな等を設置することは認められないこととしている。これに対しては、ま
ず、安全性の確保の方策として①狩猟講習会講師による安全講習会の受講義務
化②初回は狩猟免許を有する者の監督下で設置し、２回目以降は設置の時期・場
所や猟具の方法・種類・構造などの明確な指示の下で設置③村への場所・期間等
の届出の義務化④設置場所は自分の農地及びその周辺に限定⑤設置箇所には
設置者・監督者を明記した注意を促す看板を取り付ける⑥猟友会に所属すること
を要件とすることが考えられる。また、錯誤捕獲防止の観点からは、①②③により
担保できるものである。そして、これらの要件を充足する場合には、狩猟免許を有
しない者が単独でわな等を設置することを認めていただきたい。収穫を目前にして
被害に遭われた農家にとって、やり場のない憤りと落胆の色は隠せず、その無念
さは察するに余りあるものです。春先から丹精込めてつくった農作物をなんとかし
て守ろうとする自己自立の意識が芽生えており、これが遊休荒廃地化防止・地域
の活性化・自給率の向上に寄与する手段として、狩猟免許を有しない者が単独で
わな等を設置することが必要であり、有害鳥獣被害に頭を痛める全国の農家の悲
願でもあります。

C -

１．農作物の被害実態については十分に承知しているが、地域住
民等の人命の保護や危　険の予防、鳥獣の保護も重要である。
　　わなを設置するに当たっての、安全確保と錯誤捕獲防止のた
めの措置について、幾つかの要件を提示されているが、「講習」の
実施は知識を教示する意味はあっても、そ　の技術や知識が身
に付いたかどうかの要件を確認できるものではない。
　　また、わなの設置場所を農地内及び農地周辺に限定したとし
ても、中山間地域のみならず住民等の立ち入りが皆無とは言い
切れないこと等が想定され、特に危険性等の状況判断能力に乏
しい子供が箱わなに閉じこめられた事件も発生しており、影響が
懸念される実態にある。

２．このように、人命に関わる重要な問題もあり、わなの取り扱い
について未熟な無免許者が、単独でわなを設置することについて
は認められない。

1125010 高山村

有害鳥獣捕
獲における
狩猟免許を
有しない従
事者容認事
業

狩猟免許を有し
ない従事者容認
事業

現在の特定事業(1303事業)では
狩猟免許を有しない者が従事す
る場合に狩猟免許所持者の同
行を義務づけているが、免許所
持者の的確な指示・指導のもと
単独で（同行なく）網・わなを設
置できるよう人的範囲を拡大す
る。

有害鳥獣被害に頭を悩ませる
農家から捕獲の希望を募り、免
許所持者の的確な指示の下、
免許を有しない者が自分の農地
及びその周辺で期間を定めて
網・わなを設置する。猟友会の
協力を得て講習会を実施し、安
全対策をとる。自分が捕獲に携
わり、農地を守ることで耕作意
欲が再び湧き、遊休荒廃地化の
阻止・再生が期待できる。

農業従事者の狩
猟免許取得の特
例と有害鳥獣捕
獲手続きの簡素
化

　農業従事者が銃器以外のい
わゆる網、わな猟免許の取得に
ついては、狩猟免許を受けなくと
も、１回～２回の狩猟講習会を
受講することにより、免許が取
得できるように緩和する。
　農業従事者が有害鳥獣の捕
獲の許可を受ける場合は、現行
の許可制度を届出制度にするよ
う手続きを簡素化する。
  併せて、現在、都道府県知事
が行っている狩猟免許試験、捕
獲の許可を市長に権限委譲す
る。

　長崎市内では、カラス、イノシ
シ、シカなど有害鳥獣による被
害が年々増加し、平成１４年度
では２億３千８百万円にも達して
いる。
  また、被害区域も広域化してお
り、被害による生産高の減少は
農業従事者の営農意欲を著しく
減退させるなど深刻化してい
る。

  そこで、農業従事者がそれぞ
れの作物の収穫時期等に合せ
て適期に有害鳥獣の捕獲を容
易にすることで有害鳥獣からの
被害を減少させる。

特定の野生鳥獣による農林業被害等が各地で
深刻化していることは、当省としても認識してお
り、このことは野生鳥獣との共生を進める上で重
要な課題と考えている。
　このような中、環境省では、狩猟の適正化及び
野生鳥獣の保護管理の在り方について考える
「野生鳥獣保護管理検討会」を設置し、農林業関
係者の御意見も伺いながら、様々な観点から狩
猟免許制度のあり方も含めた検討を行っている
ところであり、同検討会において引き続き検討を
深め、できる限り早期に検討結果を取りまとめた
い。

1163010 長崎市

農業従事者
の狩猟免許
取得の特例
と有害鳥獣
捕獲手続き
の簡素化

１．要望に対する回答に当たっては、銃も含めて回答しており、当
然のことながら銃以外についても同様の考えである。

２．長崎市内に限った捕獲を行う場合の要望については、研修や
講習は知識や技術を教示するのみであり、実際の知識や技術が
身に付いたかどうかの確認を担保することが出来ないなど、狩猟
免許制度の根幹に関わることから認められない。

３．なお、現行の特区として「有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有
しない従事者容認事業」も制度化されており、対応が可能と考え
ている。

４．新たな簡易免許のような制度創設については、特区とは別に
今後の課題と認識している。

わなの簡易免許（研修のみで免許の交
付を受ける）について、今後の課題と認
識しているとのことであるならば、早急に
検討することとし、別の制度の検討して
いるのであれば、その内容や検討期限
等を示されたい。

Ｃ -

　本市の農地につきましては、大半が山沿いの傾斜地にあるため、他都市に比較
し、多くの経費と労力により営農しておりますが、昨今ではイノシシ等が日常的に
農地に出没し、農作物に大きな被害を与えているため、農家は営農意欲をそが
れ、このことが農地の遊休化の原因にもなっているところであります。
　本市では、有害鳥獣の駆除は猟友会に委託しておりますが、平成１４年度駆除
実績は、イノシシ３６頭、シカ７７頭でありましたが、有害鳥獣による被害は、次のと
おりとなっており、銃器による駆除には限界が生じております。
　　 イノシシ　被害面積　１５３㌶　 被害金額　４６，３０２千円
　　 シカ　　　被害面積　２６６㌶　　被害金額　９４，８７０千円
　　　タヌキ　　被害面積　　３０㌶　　被害金額　　６，１３５千円　　計１４７，３０７千
円
　本市の提案に対する環境省の見解は、銃の危険性及び鳥獣の保護の観点から
回答されたと受け止めておりますが、これは本市提案の主旨が十分理解されてい
ないものと思考いたしております。
　本市提案の主旨は、食用肉又は趣味として鳥獣を殺傷する銃免許の規制緩和
ではなく、農家が丹精込めて栽培した農作物を有害鳥獣の被害から少しでも守る
ために、自分の農地に設置したくくりわなや箱わなを使用して、イノシシ等増え続け
る有害鳥獣を捕獲し、その総量を抑制しようとするものであります。
　また、銃による駆除ではなく、くくりわなや箱わなによる捕獲であるため、人身事
故等の危険性もきわめて低いと考えております。
　さらに、免許取得に係る試験内容については、一次試験(知識試験)では、(1)鳥
獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、(2)鳥獣の種類の判別等であります
が、網･わな猟免許と銃器の免許を受ける者は同一の試験内容で差異がなく、今
回提案した農業者のわな猟免許については、鳥の種類の判別等は必要性は無い
ため、疑問としているところであります。
　なお、現行の狩猟免許取得者は、全国で狩猟可能であることも危惧されておりま
すが、本市が提案した特例措置は、一定の研修、講習を受け、現場での取扱いを
マスターした農業者が、長崎市内で、自己の農地に侵入してくる有害鳥獣に対し、
くくりわなや箱わなによる捕獲の場合に限定して、許可していただくよう提案したも
のであります。
　権限委譲につきましては、上記のとおり、農業者の免許取得に限定した措置であ
り、一般の免許取得者までを対象としたものではありませんので、ご高配を賜りま
すようよろしくお願いいたします。

C -Ｃ -

鳥獣の捕獲に当たっては、銃やわな等を使用す
ることから、適正な使用がなされなかった場合、
一般住民等に対する人身事故等の危険を及ぼ
す可能性があると同時に、乱獲や錯誤捕獲によ
り鳥獣の保護に影響を与える可能性がある。
　そのため、狩猟免許試験では、
①狩猟に関する知識として、鳥獣保護法や銃刀
法、火薬類取締法の法的な分野及び生態　等一
般的な知識を、
②技能として、鳥獣の判別及び銃器や網・わなの
猟具の構造や取扱い等の操作、保管方　法、安
全点検等の技能を、
③適性面では視力や聴力、運動能力の適性を、
　それぞれ有すると認められる者に限って狩猟を
認めており、有害鳥獣捕獲などの鳥獣の捕獲許
可に当たっても、同様の観点から個別に審査を
行う必要がある。
　したがって、狩猟免許について、試験のレベル
を低下させることや手続き等を緩和することは、
猟具の使用に係る危険を予防するという鳥獣保
護法の目的にも反することとともに、安全の確保
及び鳥獣の保護の観点からも、認めることはでき
ない。
　また、狩猟免許取得者は全国どこでも狩猟をす
ることが可能となっているが、各都道府県に居住
する者の大部分は、当該都道府県内で狩猟をす
ることが多いことから、免許を取得しようとする者
が当該都道府県の鳥獣保護や狩猟に係る施策
をよく理解する必要があり、また、これらを通じ
て、法律で知事が定めることとなっている鳥獣保
護事業計画に基づいた当該都道府県の鳥獣保
護や狩猟行政が円滑に実施されるためにも、狩
猟免許試験は、都道府県知事によることが適当
である。さらに、前述のとおり、狩猟免許は全国
で使用可能なため、その取得のための試験内容
が地域間で大きく異なることは望ましくなく、都道
府県より小さい地域の行政を担当する市町村が
独自に狩猟免許試験を行うことは適切ではな
い。なお、捕獲許可の事務については、こうした
問題は生じないものと考えており、すでに市町村
に委譲された例もある。

地域再生の観点から、権限委譲
を促進することが必要とされて
おり、これをふまえ、提案が実現
できないか再度検討し回答され
たい。
また、提案者の有害鳥獣被害の
状況に鑑み、「地域の限定、わ
なに限定、農業被害の大きさ」
等の要件を設けることにより、地
域を限定した新たな簡易免許の
ような制度を創設すべきではな
いのか。
併せて右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

130080

農業従事者の
狩猟免許取得
の特例及び有
害鳥獣捕獲手
続きの簡素化

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第４１条及び
４３条
鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第９条第１項
及び第２項

鳥獣の捕獲につい
ては、狩猟免許試
験に合格した者が
狩猟免許を取得し
て行う狩猟（いわ
ゆる登録狩猟）と
特別に許可を受け
て行う捕獲があり、
狩猟免許に関する
事務及び捕獲許可
（一部大臣権限）事
務については、都
道府県の自治事務
となっている。

有害鳥獣駆
除の規制緩
和特区

有害鳥獣駆除の
規制緩和特区

　有害鳥獣駆除取扱要領（平成
6年3月17日環自野第80号環境
庁自然保護局長通知）3．(2)及
び同(5)において駆除は最小限
の区域、最小限の期間とされて
いるが、駆除効果を上げるため
にこれを緩和されたい。

　有害鳥獣駆除取扱要領（平成
6年3月17日環自野第80号環境
庁自然保護局長通知）3．(2)及
び同(5)において駆除は最小限
の区域、最小限の期間とされて
いるが、駆除効果を上げるため
にこれを緩和されたい。

1131010 上勝町-

１．鳥獣保護法においては、基本指針において、許可の「期間」及
び「区域」について、数値基準を定めるなどの限定的な制限や捕
獲許可に際し画一的な許可を求めてはおらず、現行制度におい
て許可権者が地域の実情に適したきめ細かな許可が可能となっ
て　おり、特区とする必要はない。なお、徳島県では許可権者が
知事となっていることから、当方の回答の趣旨を伝え、県に十分
相談されるようお願いしたい。

２．有害鳥獣の捕獲許可制度について、許可ではなく届出制にす
べきとの指摘については、当初の要望の趣旨とは異なっており、
再検討の対象外とせざるを得ないが、敢えて届出制に対して回答
するとすれば、捕獲許可等については、許可権者が被害実態や
加害鳥獣、生息動向等を総合的に勘案して捕獲頭数等を定める
こととしており、届出制とした場合、その捕獲数等については制限
がなくなる可能性がある。

右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

　現状は画一的な許可が行われているに過ぎず、回答のように「捕獲許可期間は
限定せずに弾力的な運用をしている」とは言いがたい。また許可区域についても、
現実には小単位の区域に限定されていることから、駆除許可が出されても隣接区
域に逃げられ、効果が上がっていないのが現実である。そんな実情から、駆除申
請をする住民が期間と区域を指定し、従事者についても指名により実施するなど
の手段を講じることが必要になっている。漫然とした従来準拠の許可方式は卒業
して欲しいものである。適正な『期間』と『区域』であれば弾力的に運用するとされて
いるが、その「適正」の基準はどうなっているかが判らないので明確に示されたい。
これが明確にされていないことから、画一的な対応をせざるを得ないものと思われ
ます。期間や区域、従事者については特に規制は設けていないから特区になじま
ないと考えておられるようであるが、もう少し柔軟に捉え「有害鳥獣駆除は許可制
度とせず、駆除期間並びに駆除区域、駆除の従事者を被害区域の住民が指定す
る届出制度」とする特区を望むものである。

D-1130060

有害鳥獣駆除
の許可におけ
る駆除実施区
域、期間の緩
和

鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律第第３条
基本指針

基本指針におい
て、有害鳥獣捕獲
に係る申請に対
し、許可にあたって
の、考え方を示し
ている。
ここでは、指摘のよ
うな数値基準は示
していない。

Ｄ－１ -

捕獲許可の取扱いについては、鳥獣保護法第３
条に基づく「基本指針」に「捕獲許可基準の設定
方針」にその取扱いについて、以下のとおり定め
ている。
　①許可期間については、原則として「被害等が
発生している期間のうち、最も効果的に有害鳥
獣捕獲が実施できる期間であって、地域の実情
に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するため
に必要かつ適切な期間とする」とされており、地
域の実態に応じた弾力的な取扱いができることと
なっている。
　さらに、「ただし、被害が予測される場合・・・等
特別な事由が認められる場合は、この限りでな
い」としており、基本指針では捕獲許可期間につ
いて限定していない。
  ②許可区域の設定については、「鳥獣の行動
圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接
地域等を対象とする」としており、被害等が複数
の市町村にまたがって発生する場合において
は、被害等の状況に応じ市町村を越えて共同し
て広域的に実施するなど、隣接地域についても、
その範囲が必要かつ適切な区域であれば捕獲
許可範囲に含めることができることとなっている。
関係する地域によっては、駆除を効率的・効果的
に実施するために、駆除日を同一日に設定する
など弾力的に対応しており、こうした措置は現行
制度においても可能となっている。
　したがって、鳥獣の捕獲許可の「期間」と「区
域」については、現行制度下においても、適正な
「期間」と「区域」であれば、被害実態等に応じて
弾力的に設定することは可能である。また、駆除
を行う際に、他の地区からの応援を求めることに
ついても、特に規制は設けておらず、特区とする
必要性はない。
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環境省

管理コード
規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する
構造改革特区推進室からの

再検討要請
提案主体からの意見

提案主体意見
その他

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する
構造改革特区推進室からの

再々検討要請

「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・
プロジェクト
の名称

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

130090
浄化槽の定義
の見直し

　浄化槽法第２
条第１号

浄化槽法において
は、便所と連結し
てし尿及びこれと
併せて雑排水を処
理し、公共下水道
以外に放流するた
めの設備又は施設
であって、公共下
水道及び流域下水
道並びにし尿処理
施設以外のものを
浄化槽と定義して
いる。

E －

　浄化槽法では必ずしも河川に放流することを義
務付けておらず、公共下水道以外に放流するた
めの設備又は施設であれば、浄化槽法上の浄
化槽となり、浄化槽普及率のカウントにも反映で
きる。

右の提案主体の意見を踏まえ、
再度検討し回答されたい。

　公共下水道以外に放流するとすれば、通常の常識で想定できるのは河川、湖
沼、海等の公共水面が考えられますが、あくまで放流がないと浄化槽ではないと
の解釈です。しかしながら、水洗便所のし尿処理施設であっても公共水面等への
放流をしないもの（いわゆる「無排水浄化槽」等の高度処理施設）は汲み取り方式
としての取り扱いをされているのが現状です。そこで、現在の浄化槽法の第２条浄
化槽の定義において「・・・公共下水道以外に放流するための設備または施設・・・」
を「・・・公共下水道に放流する以外の設備または施設・・・」とすることはできないも
のでしょうか。現在の放流基準とされている２０PPMは、下流住民にとって上質の
排水とは思われず、地球環境が叫ばれる今日にあって、できるならば浄化槽排水
は放流しないことが望ましいと考えています。浄化槽の定義が変更できないもので
あるとすれば、法の範囲外ゆえに特区として、それ以上の効果があるシステムを
「浄化システム」として認定することを提案します。

E －
　排水（処理水）について、散水等により実態として排水を公共下
水道以外に放流しているものについては、浄化槽法上の浄化槽
と解される。

1130011 上勝町

　　浄化槽の
水質による
規制と緩和
特区

浄化槽の水質に
よる規制と緩和
特区（浄化槽の
定義の見直し）

　浄化槽法第２条第１号の規定
を緩和し、放流の用語を除いて
「し尿と雑排水を処理する設備
又は施設」とするとともに、同法
第10条第１項の浄化槽管理者
の義務には同法第７条および第
１１条で義務づけた検査の結果
により清掃をさせるように規制を
緩和する。

　浄化槽法第２条第１号の規定
を緩和し、法流の用語を除いて
「し尿と雑排水を処理する設備
又は施設」とするとともに、同法
第10条第１項の浄化槽管理者
の義務には同法第７条および第
１１条で義務づけた検査の結果
により清掃をさせるように規制を
緩和する。

130100
浄化槽の清掃
実施義務の緩
和

　浄化槽法第
10条第１項

浄化槽法におい
て、浄化槽の清掃
は、浄化槽内に生
じた汚泥、スカム
等の引き出し、そ
の引き出し後の槽
内の汚泥等の調整
並びにこれらに伴
う単位装置及び附
属機器類の洗浄、
掃除等を行う作業
とされ、浄化槽管
理者は年１回以
上、浄化槽の清掃
を行わなければな
らないとされてい
る。

C －

　浄化槽には、原理的に汚泥やスカムが堆積又
は蓄積し、これらが一定の量を超えると、浄化槽
の機能が低下するので、それを回復させるため
に少なくとも年一回、清掃を実施する必要があ
る。
　併せて、浄化槽の清掃においては、汚泥等の
引き出しだけでなく、汚泥等を引き出した後、各
単位装置を洗浄したり、引き出さなければ発見で
きない内部の異常の確認等を行っていることか
ら、少なくとも年１回の清掃は必要。

汚泥やスカムが堆積又は蓄積し
一定量を超えると機能低下する
とのことであるが、これは浄化槽
の利用形態（８人槽を１人で利
用するなど）に依るのではない
か。また、発見できない内部の
異常も最終的には処理水の水
質に反映されるであろうことか
ら、排水の水質検査を適切に行
うことにより確認は可能ではな
いか。これらの点について、技
術的な根拠をもって再度回答さ
れたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

　浄化槽は機能的に食物残渣やし尿をバクテリア等に食べさせることにより浄化す
るもので、浄化槽容量と利用者数は相関関係にあり、使用人数が増えれば多くの
容量が必要である。仮に、容量が一定の場合は、使用人数と使用期間には逆相
関が成り立つのではないかと理解する。要するに、５人槽を１０人が使用すれば半
年に１回の清掃が必要になると考えられる。同じ５人槽を１人で使用することに
なった場合はバクテリアの餌が足りなくて消化がスムーズに進まないことも考えら
れよう。単に、５倍の有効期間ではないと思われる。そう考えると、現在実施してい
る検査体制が機能していることを前提として、排水の水質を見ながら清掃をしない
といけないのではないかと危惧する。清掃は多ければ良いのではなく、多くても少
なくても十分ではない。ましてや１年に１回以上といった根拠に基づかない基準で
なく、ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ等々を定めた排水基準に基づき、経済的な無駄を排除しな
がら、環境に配慮した適正な清掃をするべきではないか。回答の対応策は、浄化
槽は設置すれば使用人数が変更することがないとの前提に基づいて組みたてら
れているようで、環境への配慮が少ないように感じる。また、現在の検査では内部
異常に対して全く信用できないものであるように受け取れる。いずれにしても大切
なことは環境への配慮であり、排水の水質を基準とした安全で無駄のない清掃が
基本とされるよう望みたい。

C －

　浄化槽の維持管理に当たっては、使用人数や生活排水の排出
量等の個々の状況に応じた措置を講じることが重要であるが、浄
化槽内の微生物の活動は、こうした流入条件の他、温度や溶存
酸素濃度なども影響し、単純に利用人数との逆相関で清掃回数
は決められない。したがって、個別かつ経時的に変化する浄化槽
の実態把握の困難性を考えると、一定の期間を定めて清掃の実
施を義務付けることが妥当である。
　一方、槽や隔壁の変形及び破損など、通常水中に没している部
分の異常は、清掃時に初めて発見できるものであり、保守点検時
や法定検査の結果からこれらを特定するのは極めて困難であ
る。
　したがって、定期的にこれらの異常の確認を行い、浄化槽の機
能回復を図るために、少なくとも年１回の清掃を行うこととしてい
る。

全国一律の規制を前提とすれば、一定
期間を定めて清掃の実施を義務づける
ことが妥当であると考えられるが、様々
なタイプや利用形態の浄化槽がある中
で、それらの処理水の水質を個々に監
視することとした場合には、後者の場合
の方が合理的になるのではないか。再
度検討し回答されたい。

C －

　浄化槽は、生物的、物理的作用等により汚水を
処理するために、様々な単位装置、附属機器類
を組み合わせた設備・施設であり、浄化槽の機
能を常時正常に保つためには清掃を定期的に行
う必要がある。また、浄化槽は原理的に汚泥や
スカムが堆積又は蓄積するため、汚泥やスカム
を引き出す清掃には浄化槽の機能低下の未然
防止という役割もある。さらに、清掃時にしか確
認できない内部の破損等もあり得ることから定期
的に清掃を行うこととしている。
　処理水の水質を個々に監視してはどうかとの
主張については、浄化槽の状況は実使用人数だ
けでなく、処理方式や個人の生活習慣等に応じ
て千差万別であり、また、時間の経過によっても
変化するものであるため、使用実態の違いや経
時的な変化をとらまえられるよう検査を頻繁に行
う必要がある。また、定期的に清掃を実施しない
場合、清掃による処理水質の回復が見込まれな
いため、水質汚染の原因となりうる、より多くの項
目について検査が必要となる。こうした検査をす
べての浄化槽について確実に行うことは、浄化
槽管理者の負担が増大するとともに、実施のた
めの体制整備も難しいことから、実現は難しいも
のと考える。

1130012 上勝町

　　浄化槽の
水質による
規制と緩和
特区

浄化槽の水質に
よる規制と緩和
特区（浄化槽の
清掃実施義務の
緩和）

　浄化槽法第２条第１号の規定
を緩和し、放流の用語を除いて
「し尿と雑排水を処理する設備
又は施設」とするとともに、同法
第10条第１項の浄化槽管理者
の義務には同法第７条および第
１１条で義務づけた検査の結果
により清掃をさせるように規制を
緩和する。

　浄化槽法第２条第１号の規定
を緩和し、法流の用語を除いて
「し尿と雑排水を処理する設備
又は施設」とするとともに、同法
第10条第１項の浄化槽管理者
の義務には同法第７条および第
１１条で義務づけた検査の結果
により清掃をさせるように規制を
緩和する。

130110

緊急登録車両
及び特殊車両
における自動
車NOx法の適
用除外

・自動車から排
出される窒素酸
化物及び粒子
状物質の特定
地域における
総量の削減等
に関する特別
措置法 第１２
条～第１４条
・同法施行令別
表第２ の５ の
項
・同法施行令の
規定に基づく環
境庁長官の定
める特種自動
車並びに特種
自動車の種別
ごとの年数及び
期間を定める
件

・特種自動車のう
ち、その構造又は
装置及び使用の実
態が特殊なものと
して環境大臣が定
めるもの（警察自
動車・消防自動車
のうち特殊な構造
又は装置を有する
もの等）について
は、通常より長期
間の猶予期間（１５
～２０年）を設けて
いる。

C -

・現状に記載したとおり、警察自動車・消防自動
車のうち特殊な構造又は装置を有するもの等に
ついては、猶予期間を通常より長期間とするする
措置を講じているところ。
・車種規制の適用地域については、大気汚染改
善の観点から、必要に応じて、自治体の意見を
聴いて指定したものである。

提案者の趣旨は、コンビナート
内における消防車という稼働率
のきわめて低い特殊車両につい
て、法の適用を除外したいと言う
ものであり、貴省回答のように
一般的な特殊車両についての
提案ではないことから、提案者
の趣旨が実現するよう再度検討
し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

猶予期間を通常より長期間としているが、これは警察･消防の特殊構造等を有す
るものの中でも一般的な公設車両を念頭において決められたものと考える。コンビ
ナート用の消防車は公設車両よりも極端に走行距離が短く、かつ台数が限られて
おり、大気汚染の観点からも問題にならないと考える。自治体の意見を聞いて指
定された、とのことであるが、自治体の意見も公設車両を念頭に置いたものと考え
られ、コンビナート用の消防車を念頭にした意見までは入っていないと考えられ
る。以上より、コンビナート特例として法適用を除外することが可能と考える。なお、
適用除外が不可能な場合は、民間事業者の経営環境を踏まえ、猶予期間の更な
る延長の検討をお願いしたい。

C -

　　先に回答したとおり、通常の特種自動車に係る車種規制の猶
予期間が１０年であるところ、消防自動車については、車種に応じ
１５年又は２０年の猶予期間が設定されているが、これは、当該自
動車が通常の自動車に比べ、構造が特殊なため代替が特に困難
であること、国民の生命、安全等の保護のために用いられるもの
であること、使用期間が通常の特種自動車よりも長期間であるこ
とを理由にするものであって、コンビナート用の消防自動車も含め
設定されている。他方で、製造から長期間を経過した消防自動車
については、排ガス低減に係る技術力が未だ低い時期に製造さ
れたものであるので、これらからの大気汚染物質の排出は決して
無視できるものではなく、規制の免除はもちろんのこと、これ以上
の猶予期間の延長も認められない。また、提案に係る地区を含む
愛知及び三重両県の一部地域は、大気汚染状況が芳しくないこ
とから、平成１３年の自動車ＮＯｘ・ＰＭ法改正に伴い、新たに規制
対象となる対策地域として追加された地域であるところ、当該提
案に係る地区のみ大気汚染状況を放置することはできない。

2005010
名古屋港管
理組合

名古屋港産
業ハブ特区

緊急登録車両及
び特殊車両にお
ける自動車NOx
法の適用除外

コンビナート内の消防車は通常
の車とは異なり、走行距離は極
端に短く、環境に与える影響は
ほとんどないと考える。また、公
道を走る機会も極わずかであ
る。緊急時の特殊車両であるこ
とからも、NOx・PM法の適用を
免除する。

NOx・PM法の適用による消防車
の買い替えには、億円単位の資
金が必要であり、現時点で使用
可能であるにもかかわらず、買
い換えることは、著しく企業活動
を阻害する。通常の車両より長
期の猶予が設けられてはいる
が、走行距離も極わずかであり
使用上問題ないことから、NOx・
PM法の適用を免除する。

130120

再生利用認定
制度の対象廃
棄物の拡大(廃
樹脂メッキ部
品）

廃棄物処理法
第15条の４の
２，同法施行規
則第12条の12
の２，４，５及び
６

再生利用認定制度
は、廃棄物のリサ
イクルを行うに当
たって、生活環境
の保全上支障が生
じることのないこと
や、再生品が利用
者の需要に適合し
利用が見込まれる
こと等の一定の要
件に該当する再生
利用に限って認め
られている廃棄物
処理法上の特例制
度である。

C －

　再生利用認定制度は、廃棄物のリサイクルを
行うに当たって、生活環境の保全上支障が生じ
ることのないことや、再生品が利用者の需要に適
合し利用が見込まれること等の一定の要件に該
当する再生利用に限って認められている制度で
ある。
　御要望の内容では具体的に再生品にどのよう
な需要があるのか明確でないこと、また、廃樹脂
メッキ部品には、重金属等で有害な成分を含有
する場合があることから、再生利用認定制度の
対象とすることは困難であり、第一義的には都道
府県等による許可制度においてきめ細やかな日
常的監視を行うべきものである。

提案は、リサイクルを推進する
観点から行ってるものであり、こ
の観点に基づき、具体的に検討
されたい。また、廃棄物が特区
外に持ち出され、不適正な処分
がなされないような適切な代替
措置が講じられれば、特区にお
いて要望を実現できないか、再
度検討し検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

環境省の指摘は，①再生品の需要が明確でないこと，また，②廃樹脂メッキ部品
は有害な成分を含有する場合があることから，本制度の対象とすることは困難で
あるというものである。まず，①再生品の需要見込みについて，再生品に関する物
性試験報告書等により，バージン原料と比べてその品質が遜色のないものである
ことが明らかであるとともに，現段階で購入予定企業が複数あることから，明確に
需要があるといえると考える。②について，今回の提案に係る柿原工業㈱がリサイ
クルしようとしている廃樹脂メッキ部品は，自社の樹脂メッキ及び柿原工業と取引
関係（樹脂成形品の納入など）がある業者６社からの回収品に限るものである。こ
れらの部品はいずれも６価クロム化合物などバーゼル法に規定する有害性物質
を含まないものであり，有害性を帯びた廃樹脂メッキ部品が混入するおそれはな
い。また，通常の保管下において，腐敗，揮発する等の性状変化による生活環境
の保全上支障が生ずるおそれもない。なお，今回の規制特例提案で実施しようと
している事業は，安全性，簡易性，汎用性などが高いものであり，また，近年リサイ
クルの必要性が高まっている廃樹脂メッキ部品の再生利用の促進に寄与するもの
であるため，本制度の趣旨に合致しているものと考える。

C －

　御提案の要望内容については、①当該手法を再生利用認定の
対象として位置づけることにより、当該廃棄物の再生利用が全国
的な見地から促進され、廃棄物の適正な処理に資する再生利用
であるとは認められないこと、②広範なユーザーが見込まれ、か
つ再生品の規格があるなど確実に再生利用が行われるとは認め
られないことから、現段階において再生利用認定制度の趣旨に
即した内容であると認めることは困難である。

通常の再生利用認定ではなく、特区にお
いて再生利用認定制度を活用する意義
は、新たな再生利用技術の実証を行い、
再生品の需要を喚起するなど、当該技
術の全国展開を加速することにあるので
はないか。
本案件については、現行制度においても
実現可能であるとのことであるが、特区
において再生利用認定制度を活用する
ことにより、収集・運搬業の個別許可が
不要となることに伴い広域な廃メッキ樹
脂部品の流通を促進し、大規模な処理
施設の設置を促すなど、リサイクルを促
進する効果が見込まれるところである。
提案者の推計によれば、全国における
廃樹脂メッキ部品は、年間５万トンにもお
よび、これらの多くが埋め立て処分され
ていると推計される。廃樹脂メッキ部品
の再生利用技術が全国に普及すれば、
最終処分場建設のコスト削減など、その
効果は相当なものになるのではないか。
循環型社会を目指す政府の取組を推進
するための一つの施策として有効ではな
いかと思慮されることから、これらを踏ま
えて再検討願いたい。

C －

　構造改革特区により地域特性に応じた先行的
な改革を成功させるには、計画の熟度、実現可
能性が重要な要素である。
　本件要望に係る再生利用方法は、産業特性を
活かして廃棄物の減量を目指す発案であること
は評価しているが、そもそも要望の対象となる施
設が許可対象施設ではないこと、県・市の権限に
おいて業の許可又は再生利用指定が可能であ
ること等から、現段階において規制の存在により
要望の実現が阻害されているとは認められな
い。又、再生利用認定制度の対象とすることによ
り、広域的な廃樹脂めっき部品の流通や大規模
な処理施設の設置が促進され、全国的なリサイ
クルが進むとの見込みについても、事業者の事
業拡大計画においては、自社で生じた廃樹脂
めっき不良品のリサイクルを行うめっき業者への
施設の販売を想定している点から考えて、現時
点ではその実現可能性は低いと判断せざるを得
ない。
　したがって、まずは県又は市による再生利用指
定制度により業の許可を不要とする等、現行制
度における再生利用促進のための措置を活用す
ることにより実績を得て、計画の熟度、実現可能
性を高めていただくことが先決と考える。

2006010
広島県、福
山市

びんご産業
再生特区

再生利用認定制
度の対象廃棄物
の拡大(廃樹脂
メッキ部品）

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律及び同法施行規則の規
定による再生利用に係る特例の
対象となる産業廃棄物に「廃樹
脂メッキ部品」を加える。

廃樹脂メッキ部品は，現在，大
半が埋立処理されているため，
廃棄物最終処分場残余容量を
逼迫させるなどの問題がある。
自動車リサイクル法の完全施行
など，再生利用の必要性が高
まっており，資源循環効率が高
い安全なリサイクルシステムの
確立が求められている。本事業
の事業主体は，廃樹脂メッキ部
品を微粉砕することで樹脂と金
属を分離する技術を開発した。
今後，事業主体においてリサイ
クルを実施するとともに，開発技
術を応用したプラントを全国販
売することとしている。この事業
の実施により，環境関連産業の
育成が進み，広島県備後地域
の経済活性化が加速するととも
に，プラントが全国に普及するこ
とにより，我が国が進めている
循環型社会の形成にも貢献す
る。

130130

再生利用認定
制度の対象廃
棄物の拡大（溶
融スラグ）

廃棄物処理法
施行令第３条
第３号イ(1)及び
第６条第１項第
３号イ

廃棄物処理法施行
令第３条第３号イ
(1)及び第６条第１
項第３号イにより、
廃棄物を地中の空
間を利用して埋立
処分することは禁
止されている。

C －

　溶融スラグを固化材及び水等と混ざり合わせ
たスラリーにて特殊地下ごうを充填する行為は、
地中の空間を利用する埋立処分行為に該当し、
その処分する場所が不安定な構造で地下水等
への影響も予想され地方公共団体の監督下で
管理することが困難なことから、廃棄物処理法施
行令第３条第３号イ(1)及び第６条第１項第３号イ
により禁止されており、当該行為を認めることは
できない。

　溶融スラグを再生利用認定制
度の対象廃棄物に認定すること
について、具体的に検討し回答
されたい。（貴省が通達している
ように、市町村が自ら行う公共
事業等に溶融スラグを利用する
場合は、これを廃棄物として扱
わないとしているように、一定の
品質が確保された溶融スラグの
安全性は認めているのではない
か）
　また、地下の空洞を充填する
ことが省令で禁止されていると
のことであるが、前述のように安
全性が確保されている充填材料
として利用される場合には、一
部の産業廃棄物で認められてい
るように例外規定を設けるなど、
リサイクルの促進という提案の
趣旨に沿って検討を行い回答さ
れたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

要望内容は溶融スラグを再生利用認定制度における対象廃棄物の品目拡大で認
定を受け、限定的な地域で再生利用のみに使用する再生資源として、再生プラン
トで加工した充填材料を再生品とします。この時点で再生品は「廃棄物」に該当し
なくなることを要望します。溶融スラグの再生利用には、平成10年3月26日通達の
「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について」(資料１)に「考えら
れる用途」が次のように示されてます。(1)路盤材(路床材、下層路盤材等)(2)コンク
リート用骨材、アスファルト混合物用骨材(3)埋戻し材(4)コンクリート二次製品用材
料(歩道用ブロック,空洞ブロック等)等。今回の充填材料は地中空洞の埋戻し材と
してセメントに細粒分土粒子(脱水ケーキ)及び溶融スラグを骨材として添加するも
のであり、コンクリート用骨材と同等のものとなります。地下水に関する安全性は、
「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」の中に「今回定めた目標基
準は、土壌の汚染に係る環境基準と同レベルであり、これを満たせば各種の用途
に用いられた場合にあっても十分に安全と考えられるものである。」と記載されて
ます。これは、一定の基準に管理され、考えられる用途内に使用される溶融スラグ
の安全性を示していると考えます。空洞を安定させる充填実績は数多く有しており
ます。(資料２、４)　今回要望している溶融スラグを使用したスラリー(充填材料)と
同等の性能が確保できることは室内試験によって確認してます。（資料５、６）　溶
融スラグの有効利用については、平成１３年４月の「資源有効利用促進法」(資料
８)が制定され、事業者等にはリサイクル対策が義務付けられ、さらに同年の環境
白書では副産物(スラグ、汚泥等)の発生抑制と利用促進が盛込まれており、廃棄
物の最終処分場の切迫と資源の将来的な枯渇の可能性等から、環境制約と資源
制約から成る循環型社会の構築を国が強く指導している状況です。一方、地方公
共団体が主体となる一般廃棄物は、発生量の増大もあり溶融スラグのリサイクル
率は６０％程度と横ばい状況で、再利用の拡大が求められています。これを背景と
した、今回の品目拡大は、これらの社会的なニーズに適合するものであり、また、
大谷石採石場跡地埋戻し対策も資金的な問題もあり対策が進まない状況であるこ
とを考慮しますと再生利用認定制度における対象廃棄物(溶融スラグ)の拡大は、
循環型社会の形成と大谷採石場跡地埋戻し対策の進展には有効なものと推定さ
れることから、上記内容を踏まえ、再検討願いたい。

C －

　再生利用認定制度は、一定の廃棄物の再生利用についてその
内容が当該廃棄物の安全性を含む生活環境の保全上支障がな
く、再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当
該再生品の性状が利用品の需要に適合していることを判断する
に足りる条件が整備され、再生利用を５年以上業として的確に行
う等の要件に該当することについて環境大臣の認定を受けたもの
に対し、通常の許可制度における市町村によるきめ細やかな日
常的監視を行わずとも生活環境保全上の支障が確実に防止でき
るものであることとして廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可
を不要とする廃棄物処理法上の特例制度である。
　御提案の溶融スラグをほら穴の充填材として使用することにつ
いては、地中の空間を利用する処分行為に該当し、その形状が
把握できていないような地中深くに埋めるものであり、埋立て後の
監督や万一の場合の対策が困難であるため、そもそも埋立て処
分基準に基づき禁止されており、再生利用認定制度の対象とする
ことは適当ではない。

再生利用認定制度の対象とすることが
適当でないとの回答であるが、提案主体
が抱える問題点を解決し、更にリサイク
ルを促進する観点から、他の手法も含め
提案主体の趣旨が実現できないか、具
体的に検討し、回答されたい。

A Ⅱ

一般廃棄物である溶融スラグについては、溶融
固化物に係る目標基準に適合する等その品質
が確保される場合には路盤材等への利用が可
能と判断しているものの、現在、廃棄物処理法施
行令第３条第３号イ(1)の規定により禁止している
地下空間を利用した埋立処分を認めるために
は、地下空間の監視が容易でないこと等を踏ま
え、埋立処分を行う地下空間の地下水位や地下
水質、地盤の構造等を把握した上で慎重に判断
することが必要である。
　このため、この禁止の緩和については、構造改
革特区提案自治体において、当該地下空間にお
いて当該溶融スラグの埋立処分を行うことに生
活環境の保全上の支障が生じないこと及び埋立
て後の地盤の安全性に問題がないことを判断し
た上で、埋立て時及び埋立て終了後５年間地下
水等の周辺環境のモニタリングを実施することを
条件に、構造改革特区制度の特例事項として位
置づけることとしたい。

3041030
観光都市・
大谷の再生
委員会

地域再生文
化観光特区

再生利用認定制
度の対象廃棄物
の拡大

大谷地域のように当該物質の一
定量の使用が見込まれる地域
に限定し廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の特例である再
生利用認定制度において、廃棄
物の種類（具体的には「溶融ス
ラグ」）を追加する。

大谷地区は有数の凝灰岩の産
地で、建物、蔵や塀用の石とし
て旧帝国ホテルでも使用され、
全国的に利用されたので、かな
り乱雑に地下の採掘を進めた。
しかし、平成元年の陥没事故以
来、地下の採石跡を埋めるため
の安全策を進めてはいるが、コ
ストの面で品質の良い埋める材
料が見つからない。最近になり、
「スラリー」を充填して固める方
法が確実また安全にできる現実
的な工法として採用され、実績
もある。このスラリー用の骨材と
しては溶融スラグが最適で、そ
の材料を追加利用することによ
り、環境に配慮したリサイクル利
用の循環型の安全対策を行い
たい。

3 / 4 
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130130

再生利用認定
制度の対象廃
棄物の拡大（溶
融スラグ）

廃棄物処理法
施行令第３条
第３号イ(1)及び
第６条第１項第
３号イ

廃棄物処理法施行
令第３条第３号イ
(1)及び第６条第１
項第３号イにより、
廃棄物を地中の空
間を利用して埋立
処分することは禁
止されている。

C －

　溶融スラグを固化材及び水等と混ざり合わせ
たスラリーにて特殊地下ごうを充填する行為は、
地中の空間を利用する埋立処分行為に該当し、
その処分する場所が不安定な構造で地下水等
への影響も予想され地方公共団体の監督下で
管理することが困難なことから、廃棄物処理法施
行令第３条第３号イ(1)及び第６条第１項第３号イ
により禁止されており、当該行為を認めることは
できない。

　溶融スラグを再生利用認定制
度の対象廃棄物に認定すること
について、具体的に検討し回答
されたい。（貴省が通達している
ように、市町村が自ら行う公共
事業等に溶融スラグを利用する
場合は、これを廃棄物として扱
わないとしているように、一定の
品質が確保された溶融スラグの
安全性は認めているのではない
か）
　また、地下の空洞を充填する
ことが省令で禁止されていると
のことであるが、前述のように安
全性が確保されている充填材料
として利用される場合には、一
部の産業廃棄物で認められてい
るように例外規定を設けるなど、
リサイクルの促進という提案の
趣旨に沿って検討を行い回答さ
れたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

要望内容は溶融スラグを再生利用認定制度における対象廃棄物の品目拡大で認
定を受け、限定的な範囲で再生利用のみに使用する再生資源として、再生プラン
トで加工した充填材料を再生品とします。この時点で再生品は「廃棄物」に該当し
なくなることを要望します。溶融スラグの再生利用には、平成10年3月26日通達の
「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について」(資料１)に「考えら
れる用途」が次のように示されてます。(1)路盤材(路床材、下層路盤材、上層路盤
材等)(2)コンクリート用骨材、アスファルト混合物用骨材(3)埋戻し材(4)コンクリート
二次製品用材料(歩道用ブロック,空洞ブロック、透水性ブロック等)等。今回の充填
材料は地中空洞の埋戻し材としてセメントに細粒分土粒子(脱水ケーキ)及び溶融
スラグを骨材として添加するものであり、コンクリート用骨材と同等のものとなりま
す。地下水に関する安全性は、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する
指針」の中に「今回定めた目標基準は、土壌の汚染に係る環境基準と同レベルで
あり、これを満たせば各種の用途に用いられた場合にあっても十分に安全と考え
られるものである。」と記載されてます。これは、一定の基準に管理され、考えられ
る用途内に使用される溶融スラグの安全性を示していると考えます。空洞を安定さ
せる充填実績は数多く有しています。(資料２、４) 今回要望している溶融スラグを
使用したスラリー(充填材料)と同等の性能が確保できることは室内試験で確認して
ます。（資料５、６) 溶融スラグの有効利用については、平成１３年４月の「資源有
効利用促進法」(資料８)が制定され、事業者等にはリサイクル対策が義務付けら
れ、さらに同年の環境白書では副産物(スラグ、汚泥等)の発生抑制と利用促進が
盛込まれており、廃棄物の最終処分場の切迫と資源の将来的な枯渇の可能性等
から、環境制約と資源制約から成る循環型社会の構築を国が強く指導している状
況です。一方、地方公共団体が主体となる一般廃棄物は、発生量の増大もあり溶
融スラグのリサイクル率は６０％程度と横ばい状況で、再利用の拡大が求められ
ています。これを背景とした、今回の溶融スラグの再生利用認定制度での品目拡
大は、これらの社会的なニーズに適合するものであり、また、特殊地下壕対策も資
金的な問題もあり対策が進まない状況であることを考慮しますと再生利用認定制
度における対象廃棄物(溶融スラグ)の拡大は、循環型社会の形成と特殊地下壕
対策の進展には有効なものと推定されます。

C －

　再生利用認定制度は、一定の廃棄物の再生利用についてその
内容が当該廃棄物の安全性を含む生活環境の保全上支障がな
く、再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当
該再生品の性状が利用品の需要に適合していることを判断する
に足りる条件が整備され、再生利用を５年以上業として的確に行
う等の要件に該当することについて環境大臣の認定を受けたもの
に対し、通常の許可制度における市町村によるきめ細やかな日
常的監視を行わずとも生活環境保全上の支障が確実に防止でき
るものであることとして廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可
を不要とする廃棄物処理法上の特例制度である。
　御提案の溶融スラグをほら穴の充填材として使用することにつ
いては、地中の空間を利用する処分行為に該当し、その形状が
把握できていないような地中深くに埋めるものであり、埋立て後の
監督や万一の場合の対策が困難であるため、そもそも埋立て処
分基準に基づき禁止されており、再生利用認定制度の対象とする
ことは適当ではない。

再生利用認定制度の対象とすることが
適当でないとの回答であるが、提案主体
が抱える問題点を解決する観点から、他
の手法により提案主体の趣旨が実現で
きないか、具体的に検討し、回答された
い。

A Ⅱ

一般廃棄物である溶融スラグについては、溶融
固化物に係る目標基準に適合する等その品質
が確保される場合には路盤材等への利用が可
能と判断しているものの、現在、廃棄物処理法施
行令第３条第３号イ(1)の規定により禁止している
地下空間を利用した埋立処分を認めるために
は、地下空間の監視が容易でないこと等を踏ま
え、埋立処分を行う地下空間の地下水位や地下
水質、地盤の構造等を把握した上で慎重に判断
することが必要である。
　このため、この禁止の緩和については、構造改
革特区提案自治体において、当該地下空間にお
いて当該溶融スラグの埋立処分を行うことに生
活環境の保全上の支障が生じないこと及び埋立
て後の地盤の安全性に問題がないことを判断し
た上で、埋立て時及び埋立て終了後５年間地下
水等の周辺環境のモニタリングを実施することを
条件に、構造改革特区制度の特例事項として位
置づけることとしたい。

5118001
飛島建設株
式会社

再生利用認定制
度への溶融スラ
グを用いた特殊
地下ごう充填の
追加

｢再生利用認定制度｣において、
特定の廃棄物として溶融スラグ
を固化材および水などと練り混
ぜたスラリーにて特殊地下壕を
充填することにより、スラリーは
空洞内で固化して地盤を強化
し､陥没などの防災対策を講ず
ることができる。この場合､｢廃掃
法｣では事業者は一般廃棄物処
理業の許可を受け、スラリー製
造プラントは一般廃棄物処理施
設の設置許可が必要であるが、
特例として「再生利用認定制度」
を適用してこれらの許可を不要
とすることを要望する。

本事業は、通常廃棄処分される
ことの多い溶融スラグをスラリー
の骨材とし、充填工法で特殊地
下壕の埋め立てを行い､陥没災
害などの危険性の高い地盤を
安定化する事業である。その
際､スラグの再利用において逆
有償するものとして埋め戻し事
業費の低減を図り、特殊地下壕
の対策事業の早期進行を図る
ものである。

130140

再生利用認定
制度の対象廃
棄物の拡大（脱
水処理を施した
浄水場汚泥）

廃棄物処理法
施行令第３条
第３号イ(1)及び
第６条第１項第
３号イ

廃棄物処理法施行
令第３条第３号イ
(1)及び第６条第１
項第３号イにより、
廃棄物を地中の空
間を利用して埋立
処分することは禁
止されている。

C －

  浄水発生土にて特殊地下ごうを充填する行為
は、地中の空間を利用する埋立処分行為に該当
し、その処分する場所が不安定な構造で地下水
等への影響も予想され地方公共団体の監督下
で管理することが困難なことから、廃棄物処理法
施行令第３条第３号イ(1)及び第６条第１項第３号
イにより禁止されており、当該行為を認めること
はできない。
 
  なお、貴県においては周辺住民の同意を求め
る等廃棄物処理法を上回る規制を行っているも
のと聞いている。こうした規制は円滑なリサイク
ルを行うことを困難とする規制と考えられるが、こ
うした規制を維持しながら、他方では廃棄物処理
法の許可取得に係る規制緩和を求めるという点
について、県内の関係部局間での調整を十分に
お図りいただくことが必要ではないかと考える。

浄水発生土を再生利用認定制
度の対象廃棄物に認定すること
について、具体的に検討し、回
答されたい。
また、地下の空洞を充填するこ
とが省令で禁止されているとの
ことであるが、安全性が確保さ
れている充填材料として利用さ
れる場合には、一部の産業廃棄
物で認められているように例外
規定を設けるなど、リサイクルの
促進という提案の趣旨に沿って
検討を行い回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

今回の要望は大谷地区採掘跡の空洞充填に、安全性の確認されている浄水発生
土を活用したく、当地区の利用方法に限定し再生利用認定制度の拡大として認め
ていただきたく再検討をお願いする主旨であります。まず、「量的な安定確保」は、
浄水発生土は水道事業が継続する限り必ず生成される物質であり平成13年度版
水道統計によれば栃木県近郊8都県で15万DS-トン/年間生成されており十分な量
があります。「管理」の面は、浄水発生土は公共の浄水場から生成されるものであ
り、生成量と使用量の管理も問題ありません。「生活環境の保全・安全性」ですが、
浄水発生土は制度上産業用廃棄物に該当するものの、元来は自然界に存在する
河川の土に存在する物質を主成分として、凝集剤として安全の確認されている水
酸化アルミニュウムを加えたもので、埼玉県水質管理センターが実施した溶出試
験結果でも、平成9年の環境庁告示第10号の「地下水の水質汚濁にかかわる環境
基準について」で人の健康を保護する上で有害となる物質が一切含まれていない
ことが確認されています。「利用者の需要」の面ですが、採掘跡は1500万立方メー
トルともいわれ巨大な地下空間を形成しております。平成元年の陥没事故以来、
住民の安全はもとより地域全体の安全性が観光客などに危惧され観光客激減の
事態となっており、採掘跡の安全な埋め戻しは大谷地区の再生に不可欠な要素と
なっております。従来から埋戻し土材を探しておりましたが、「品質が良く」「量的に
まかなえ」かつ「安価」である物質の発見に苦労しておりました。浄水発生土は当
地区の需要に十分に適合するものです。「品質」は建築用の山砂、川砂と同様に
扱う事が出来、固化剤を混入してスラリー状（充填材料）にして、立ち入りが出来な
い危険な採掘跡にも充填できるなど良質な埋戻し土材であります。「価格的な問
題」は、現状浄水発生土はセメント材料として水道事業者からセメント会社に廃棄
物として有償で処理してもらっている事から事業者側が輸送コストをかけても当方
は無償で調達できる材料であります。以上により再生品が利用者の需要に適合し
ている事をご説明しましたが、廃棄物の最終処分場は絶対的に不足しており、将
来的には枯渇することが懸念されます。一方、当地区は充填材を安価に調達でき
ることを切望しており、自然物に近い浄水発生土は最適な物質と判断しました。安
全対策が進まない状況を考慮しますと再生利用認定制度における対象廃棄物（脱
水処理を施した浄水場汚泥）の拡大は、循環型社会の形成と大谷石採掘跡地埋め
たい。

C －

再生利用認定制度は、一定の廃棄物の再生利用についてその内
容が当該廃棄物の安全性を含む生活環境の保全上支障がなく、
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該
再生品の性状が利用品の需要に適合していることを判断するに
足りる条件が整備され、再生利用を５年以上業として的確に行う
等の要件に該当することについて環境大臣の認定を受けたもの
に対し、通常の許可制度における都道府県等によるきめ細やか
な日常的監視を行わずとも生活環境保全上の支障が確実に防止
できるものであるとして、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設
置の許可を不要とする特例である。
　浄水発生土の加工品については、再生品の性状を適合させる
べき標準的な規格が存在しないなど、充填材としての有効性や環
境安全性が確立されているとは認められないこと、又、浄水発生
土の性状によっては、有機物質を含むことによりその加工品によ
る地下水汚染が懸念されることから、都道府県等によるきめ細や
かな日常的監視を行わずとも生活環境保全上の支障が確実に防
止できる再生利用方法と認めることは困難である。
　なお、御提案の浄水発生土をほら穴の充填材として使用するこ
とについては、地中の空間を利用する処分行為に該当し、その形
状が把握できていないような地中深くに埋めるものであり、埋立て
後の監督や万一の場合の対策が困難であるため、そもそも埋立
て処分基準に基づき禁止されており、再生利用認定制度の対象
とすることは適当ではない。

3041040
観光都市・
大谷の再生
委員会

地域再生文
化観光特区

再生利用認定制
度の対象廃棄物
の拡大

大谷地域のように当該物質の一
定量の使用が見込まれる地域
に限定し廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の特例である再
生利用認定制度において、廃棄
物の種類（具体的には「浄水発
生土」）を追加する。

大谷地区は有数の凝灰岩の産
地で、建物、蔵や塀用の石とし
て旧帝国ホテルでも使用され、
全国的に利用されたので、かな
り乱雑に地下の採掘を進めた。
しかし、平成元年の陥没事故以
来、地下の採石跡を埋めるため
の埋め土材の確保を進めては
いるが、品質が良く、量的にま
かなえる材料が見つからない。
最近になり、自然の河川水を水
源とした公共の浄水処理施設か
ら出る、浄水発生土を利用する
方法が環境に対する安全性か
ら最適であことが、各種検査試
験により確認された。その材料
を追加利用することにより、環境
に配慮したリサイクル利用の循
環型の安全対策を行いたい。

130140

再生利用認定
制度の対象廃
棄物の拡大（脱
水処理を施した
浄水場汚泥）

廃棄物処理法
第15条の４の
２，同法施行規
則第12条の12
の２，４，５及び
６

再生利用認定制度
は、廃棄物のリサ
イクルを行うに当
たって、生活環境
の保全上支障が生
じることのないこと
や、再生品が利用
者の需要に適合し
利用が見込まれる
こと等の一定の要
件に該当する再生
利用に限って認め
られている廃棄物
処理法上の特例制
度である。

C －

　再生利用認定制度は、廃棄物のリサイクルを
行うに当たって、生活環境の保全上支障が生じ
ることのないことや、再生品が利用者の需要に適
合し利用が見込まれること等の一定の要件に該
当する再生利用に限って認められている制度で
ある。
　御要望の内容では具体的にどのような再生品
を得てどのような需要があるのか明確でないこ
と、浄水場汚泥については、再生品の形状を適
合させるべき標準的な規格があるとは認められ
ず、廃棄物の性状が劣化した場合にリサイクル
製品の品質を保つことが困難となると見込まれる
こと等から、再生利用認定制度の対象とすること
は困難である。又、浄水場汚泥の性状によって
は、腐敗性を有すると考えられ、通常の保管過
程で悪臭による生活環境保全上の問題が懸念さ
れる。

1162010 長崎市
浄水場汚泥
リサイクル特
区

再生利用認定制
度の対象廃棄物
の拡大（脱水処
理を施した浄水
場汚泥）

脱水処理を施した浄水場汚泥
は、生活環境の保全上支障が
ないので、再生利用認定廃棄物
に認定する。

脱水処理を施した浄水場汚泥
は、無機質であり生活環境の保
全上支障がないと判断されるこ
とから、再生利用認定制度廃棄
物として、廃棄物の処理及び処
理施設に係る規制を緩和するこ
とで、新たなリサイクルへの民間
事業者の参入を促進できる。

130150

炭窯を用いた
建築廃材の木
炭化に関する
廃棄物処理法
の適用除外

廃棄物処理法
第14条第１項、
第６項、第12項

産業廃棄物処理業
及び産業廃棄物処
理施設の設置につ
いては、都道府県
知事（保健所設置
市にあっては、市
長）による許可制
を設けており、また
産業廃棄物処理業
者は処理基準に従
い、産業廃棄物の
処理を行わなけれ
ばならないとされて
おり、許可権者の
管理監督の下廃棄
物の適正な処理を
確保している。

C －

　建築廃木材等の木くずについては、炭化した
後、土壌改良剤と称して実際には不法投棄がな
される事例がしばしば見られており、このような
状況の下で木くずに関して廃棄物処理法の規制
緩和を行うことは不適切と考える。むしろ不適正
な処理との疑念が生じないよう廃棄物処理法に
則って木くずの再利用が実施されることが適当で
あると考える。
　なお、貴県においては廃棄物処理施設の施設
の設置に当たって周辺住民の同意を求める等廃
棄物処理法を上回る規制を行っているものと聞
いている。こうした規制は円滑なリサイクルを行う
ことを困難とする規制と考えられるが、こうした規
制を維持しながら、他方では廃棄物処理法の許
可取得に係る規制緩和を求めるという点につい
て、県内の関係部局間での調整を十分にお図り
いただくことが必要ではないかと考える。

貴省の回答では、廃棄物処理
法に則って木くずの再生利用が
実施されることが適当であるとし
ているが、提案では「古来の炭
窯は処理基準に沿って処理する
ことは難しい」としている。不法
投棄がなされないような措置を
講じながら、提案の趣旨が実現
できないか、再度検討し回答さ
れたい。
併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

１　不適正処理による不法投棄については、別紙構造改革特別区事業計画（岩代
炭焼き研究会）７（１）「構想」に示してあるとおり、建築木材廃材を提供する者１号
会員、木炭の製造にあたる者２号会員とし、提供する者、製造する者全てを会員と
し、会員の中で受注から生産納品まで調整管理することで不法投棄は防止する｡
２　建築木材廃材をストックする場所は、炭窯のそばに設置し在庫は最小限にとと
めかってに持ち込めないよう有刺鉄線等を張りめぐらすなど進入できないようにす
る。３　全体の調整はＮＰＯ法人（現在準備中で申請内容については予備審査を受
けている）が１号会員、２号会員を全体管理し生産・供給の調整にあたる。なお、職
員は1名専任であたる。４この事業を具体化するために、福島県当局とは協議を行
いましたが炭窯は廃棄物処理施設にあたるり設置届け対象施設であるとのことで
合意が得られず、今回構造改革特別区として申請を行ったものであります。５　生
産から販売・管理まで一貫してＮＰＯ法人があたり不法投棄の発生することはな
い。（　なお、ＮＰＯ法人には町長も会員となっており地域振興に期待が掛かってい
る。）

C -

廃棄物処理法上の処理基準は生活環境保全上の観点から定め
られたものであり、「古来の炭窯を用いる」ことのみをもって、焼却
に伴うダイオキシン等の有害物質の発生を防止しうると認められ
るず、業の許可及び処理基準を緩和することは困難である。ご提
案の内容においては、不法投棄を防止するために様々な自助努
力をなされていることと承知している。そうであればこそ、廃棄物
処理法に基づく都道府県のきめ細やかな日常的な監視の下、適
正な処理を行っていただくことが適切であると考える。

要望内容に照らして、提案主体が処理
基準を遵守した方法で建築廃材を木炭
化することは可能か。

C -

提案内容を見る限り、処理基準を遵守した方法
で木炭化することが技術的に不可能であるとの
事情は認められず、廃棄物の焼却に該当するも
のであれば処理基準を遵守していただくことは必
要である。

3011010

岩代炭焼き
研究会（ＮＰ
Ｏ法人申請
準備中）

建築発生木
材廃材の木
炭化特区

建築発生木材廃
材（以下「木材廃
材」という。）の木
炭化

木材廃材を古来の炭窯により木
炭にし再資源化する場合「廃棄
物の処理及び清掃に関する法
律」基づく産業廃棄物処理業の
許可及び炭を焼くことが同法で
定めた処理基準にしたがって焼
くことが必要とされる。古来の炭
窯はこの基準に沿って処理する
ことは難しい。産業廃棄物処理
業の許可及び処理基準の２点
について規制を緩和願いたい。
説明資料添付

住宅建築確認を業とする法人
（財）ふくしま建築住宅センター
(以下｢センター｣という。）と岩代
炭焼き研究会（以下「研究会」と
いう。）がタイアップし設計業者・
住宅建築業者を会員とし会員が
住宅建築を受注し、旧住宅の解
体がある場合柱の部分を研究
会が受け取りセンターを経由し
木炭として会員に還す。この際
木材廃材は昭和4０年以前建築
の家屋に限定する（廃材が薬品
処理されてダイオキシン発生が
懸念されるため）。岩代炭焼き研
究会NOP法人設立準備中

130160

産業廃棄物の
処理に関する
許可不要の範
囲の拡大

廃棄物処理法
第14条第１項、
第６項、第15条
第１項

産業廃棄物処理業
及び産業廃棄物処
理施設の設置につ
いては、都道府県
知事（保健所設置
市にあっては、市
長）による許可制
を設けており、許
可権者の管理監督
の下廃棄物の適正
な処理を確保して
いる。

C －

　と畜場から排出される汚泥等は、腐敗性を有
し、飛散・流出等によって悪臭等の生活環境保全
上の支障を生じさせるおそれがあること、加工さ
れる前のこの物自体は有機肥料として市場価値
を有するとは認められず不要物としてぞんざいに
扱われるおそれがあることから、自家処理とあわ
せて処理することとしていることをもって産業廃
棄物処理業の許可を不要とすることはできず、都
道府県知事の判断により産業廃棄物処理業の
許可を取得し、廃棄物処理法の基準を遵守して
実施して頂くことが適当であると考える。
　なお、貴県においては周辺住民の同意を求め
る等廃棄物処理法を上回る規制を行っているも
のと聞いている。こうした規制は円滑なリサイク
ルを行うことを困難とする規制と考えられるが、こ
うした規制を維持しながら、他方では廃棄物処理
法の許可取得に係る規制緩和を求めるという点
について、県内の関係部局間での調整を十分に
お図りいただくことが必要ではないかと考える。

貴省の回答では、廃棄物処理
業の許可を取得し廃棄物処理
法の基準を遵守して実施するこ
とが適当であるとしているが、提
案者の施設について、その処理
能力の範囲内であれば、他のと
畜場から排出される汚泥等を処
理するために廃棄物処理業の
許可を取得することは可能と解
して良いか。

C -

廃棄物処理業の許可については、法令に定める許可を満たして
いると認めるときは、許可を取得することが可能である。すなわ
ち、他のと畜場から排出される汚泥等を受け入れることが施設の
処理能力の範囲内であることの他に、事業の用に供する施設及
び申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りる
者として環境省令に定める基準に適合するものであること、申請
者が欠格要件に該当しないこと等、廃棄物処理法に定める許可
要件を満たすことが必要である。

3012010

ひたちの循
環衛生事業
協同組合、
アサノ有限
会社、竜ヶ
崎食肉セン
ター、横浜
ミートセン
ター（株）、
土浦食肉協
同組合

循環型有機
低農薬農業
振興特区

産業廃棄物、再
生加工施設の
「許可不要」の範
囲の拡大

自社の屠畜場から排出される汚
泥等を自家処理する施設の内、
肥料工場としての一定の規模、
陣容を備えていると認められた
施設で、他の屠畜場から排出さ
れる汚泥等を有機肥料として再
生利用することが明らかなもの
を搬入し、有機肥料を製造する
場合には、中間処理業の許可を
得ないで、これを実施することが
できるものとする。

竜ヶ崎食肉センターは、県の指
導基準に基づきＭＭ式化学反
応公害処理プラントを導入し、有
機肥料を製造している。現在
竜ヶ崎農業協同組合、ＪＡ全農
いばらきの理解と協力を得て、
休耕地の再利用の一環として有
機肥料として活用し、収穫野菜
の高い評価を受けている。ま
た、各屠畜場は適切な汚泥処理
を達成できないために、この有
機肥料化への活用処理を行い
たい旨の要望が出されている。
そこで、これらの事業者に限定
し、厳密な管理運営のもとに、そ
れらの汚泥等を肥料の原材料と
して再利用することを条件とし
て、搬出させる。一方、受け入れ
を実施する加工施設は、竜ヶ崎
食肉センターなど肥料加工施設
として十分な条件が整っている
事業者に限定され、搬入された
汚泥等を原材料として有機肥料
を製造させる。その肥料は県南
地区の休耕田をはじめ各農家
に利用される。
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